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１ 留意事項の基本的な考え方                
 

この建設用地への絞り込みは、各候補地を様々な項目で評価し、最終的に用地を選ぶ作業

となる。 

最終処分場の建設事業を実施する事業主体が、「情報公開の徹底・住民意見の反映」を行

うための具体的手法及び各候補地を評価するための項目を提示する。提示に当たっては、建

設用地決定の手順を図７のとおり想定し、第１段階の絞り込みにおける留意事項、第２段階

の絞り込みにおける留意事項、そして最終処分場の運営等についての要望事項の３つに分け

て整理した。 

【第１段階の絞り込み】：５２箇所から５箇所程度までの絞り込みの段階 

【第２段階の絞り込み】：建設用地の決定の段階 

なお、委員会として特に留意すべきと考える事項を提示しているが、全てを網羅している

わけではないので、合意形成を図るために必要なこれ以外の事項についても留意が必要であ

る。 

 

図７ 建設用地決定の手順（想定） 

検討委員会が提示する候補地群（５２箇所） 

評価上位の候補地（５箇所程度） 

建設用地（１ヶ所） 

基準に基づく全候補地の評価 

評価基準の作成 

候補地の詳細調査 

総合評価 

第１段階の 

絞り込み 

第２段階の 

絞り込み 
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２ 第１段階の絞り込みにおける留意事項         
 

この段階では、全候補地を評価するための基準の作成とその基準に基づく評価を行う。評

価の結果、上位になった複数候補地が建設用地の最終候補地になると想定される。 

 

（１）情報公開の徹底・住民意見の反映 

○ 住民や学識者・専門家を交えた、基準作成・評価のための委員会を設置し、情報公開

の徹底と住民意見の反映を行う住民参加型の運営をすること。 

○ 県、市町村の広報紙や地方新聞への広告掲載をはじめ、多くの媒体を用いて情報発信

に努め、多くの住民の理解を得られるように努めること。 

○ 建設用地決定の手順における具体的な住民参加の方法を絞り込み作業の開始に先立

ち、検討し、提示すること。 

○ 各候補地の評価を点数化するなど、誰もが理解しやすい評価を実施すること。 

 

（２）評価基準の項目 

候補地の評価を行う際に留意すべき項目を以下に示す。これらの項目は、全てが同一レ

ベルの重要性を有しておらず、どの項目を重要視するかについても比較検討が必要となる。 

① 自然条件 

項目 内    容 

地形・地質・

地下水 
・航空写真と現地踏査により、災害危険度についてチェック 

動植物 
・地域の動植物に詳しい方々に照会する等によって、希少動植物の生

息・生育について配慮 

水文 
・降水量や集水域（降った雨がその候補地に流れ込む区域）等の水文

特性を調査し、水害危険度についてチェック 

 

② 社会条件 

項目 内    容 

利水状況 ・飲料水の取水状況及び農業、水産業などの利水状況について配慮 

事業用地の

拡張性 
・リサイクル施設等の併設が可能かを土地の広さと利用状況から配慮
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③ 環境条件 

項目 内    容 

文化的景観 
・施設整備に伴う開発行為や運搬車両の通行によって、熊野古道から

の眺望等、文化的景観が損なわれないように配慮 

環境負荷 
・排気ガスによる環境影響、化石燃料消費に伴う地球温暖化を考慮し、

運搬車両の走行距離及び台数に配慮 
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３ 第２段階の絞り込みにおける留意事項         
 

この段階は、第１段階で評価上位となった候補地について、より詳細な調査に基づく総合

評価を実施し、地元住民や関係団体等との合意形成を果たした上で、建設用地を決定する段

階である。 

 

（１）候補地詳細調査の項目 

 

項目 内    容 

地形・地質・

地下水調査 

・地表地質調査、地質観察により、風化状況や断層破砕帯の有無を確

認し、災害危険度をチェック 

環境影響調査 

施設の建設及び供用、廃棄物の搬出入及び保管に伴って生じる周辺地

域の生活環境への影響 
・大気汚染 
・水質汚濁 
・騒音及び振動 
・動植物 
・景観    など 

概算事業費の

算出 

・用地取得費 
・施設建設費 
・搬入道路建設費 
・維持管理費 
・運搬経費 

 

 

（２）合意形成を円滑に行うための方策 

○ 住民が構成員として参加する委員会を設置し、運営に当たっては、情報公開を徹底す

ること。 

○ 委員会に参加する住民は環境問題、ごみ問題に関心ある方を優先すること。 

○ 周辺環境整備、跡地利用計画などの将来的な構想・計画について事前に検討・提示す

ること。 

○ 施設が立地することによる地元への影響（メリット、デメリット）について事前に解

析・提示すること。 

○ 市町村と地元との間で、廃棄物処理施設等に関する協定などが結ばれている場合には、

留意すること。 

 

 




